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【開催日】 平成２８年３月１８日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後０時１０分 

【出席委員】 

委 員 長 下 瀬 俊 夫 副 委 員 長 矢 田 松 夫 

委 員 石 田 清 廉 委 員 岩 本 信 子 

委 員 小 野  泰 委 員 三 浦 英 統 

委   員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

 なし 

 

【委員外出席議員等】 

議   長  尾 山 信 義   

 

【執行部出席者】 

健 康 福 祉 部 長 河 合 久 雄 健康福祉部次長兼社会福祉課長 岩 本 良 治 

高 齢 福 祉 課 長 吉 岡 忠 司 高齢福祉課主幹 塚 本 晃 子 

高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 尾 山 貴 子 高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 坂 根 良太郎 

高齢福祉課主査兼介護保険係長 河 上 雄 治 地域包括支援センター主任 荒 川 智 美 

市 民 生 活 部 長 小 野  信 生 活 安 全 課 長 井 本 雅 友 

生活安全課市民相談係主任 奥 田 孝 則 企画課企画係長  杉 山 洋 子 

 

【事務局出席者】 

事務局長 古 川 博 三 庶務調査係長 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

 

１ 議案第１８号 平成２８年度山陽小野田市介護保険特別会計予算につい

て（高齢） 

 

２ 議案第３８号 山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について（高齢） 

 

３ 議案第３９号 山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の
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人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて（高齢） 

 

４ 議案第４８号 養護老人ホーム長生園組合規約の変更について（高齢） 

 

５ 議案第３７号 山陽小野田市消費生活センターの組織及び運営等に関す

る条例の制定について（生活） 

 

６ 閉会中の継続調査事項について 

 

 

午前９時 開会 

 

 

下瀬俊夫委員長 おはようございます。民生福祉委員会を再開いたします。そ

れでは議案１８号まだ途中まででしたので、途中から。これ質疑からだ

ったね。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 おはようございます。まず、

３月１１日に行われました常任委員会での回答について、若干訂正をさ

せていただきたいと思います。吉永委員さんから１００歳体操の実施状

況についての質問がございましたが、そのとき私のほうから現在自主化

につながっている箇所数を１０か所とお伝えしましたが、現在もう１か

所増えて１１か所になっておりました。それと年間目標設置数ですが、

１３か所とお伝えしましたが、１２か所の間違いでした。訂正させてい

ただきます。それともう１点ですが、資料としてお渡ししている議案第

１８号参考資料をちょっと御覧になっていただけますでしょうか。よろ

しいでしょうか。１ページ目の新しい総合事業の構成についてなんです

が、これは国の資料をそのまま持ってきておりますので、資料自体に間

違いがあるというわけではございません。この度、総合事業の構成の説

明のためにこの資料を付けさせていただいたところでございます。ただ、

現時点で財源構成が変わっておりますので、そこのところを訂正させて

いただければと思います。一番左側の財源構成、まず上側の部分ですが、

国、都道府県、市町村につきましてはこのままでございます。１号保険

料が２１％と書いてございますが、これが現在２２％、そして２号保険
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料２９％が現在２８％に変更になっております。そして下側の部分、こ

ちらは構成が国３９％、都道府県が１９．５％、市町村が１９．５％、

１号保険料が２２％になっておりますので、御訂正をお願いいたします。

以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。今の件で何か質疑ありますか。なければ３２ペ

ージから引き続いて入りたいと思います。いいですか。例のポイント制

度ですね。これはどの部分になるんですかね。介護支援ボランティア活

動事業委託料の件ですか。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護支援ボランティア活動事業委託料で

す。 

 

下瀬俊夫委員長 はい。それで、問題は実績です。どんな状況ですかね。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護支援ボランティアの実績でございま

す。地域通貨とは関係なく、全体のということでよろしいでしょうか。 

 

下瀬俊夫委員長 地域通貨説明できるか。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 いや、できません。済みません。実績、

登録者数でございますけれども、２月末現在でございますけど、１７８

名でございます。そのうち４０歳から６５歳未満の方が２２名というこ

とになっております。指定受入れ施設につきましては現在３７施設にな

ってございます。昨年度の転換交付金に対する昨年度の対象者、転換交

付金換えられた方は９６名でございます。転換交付金につきましては、

昨年が２４万９，５００円の転換交付金となっております。 

 

矢田松夫副委員長 １３、１４ですが、それぞれ国と県の任意事業の交付金が

ありますけど、これ見直した上でのこの金額を今回提示されたというこ

とですよね。 

 

下瀬俊夫委員長 予算のことじゃないか。 

 

矢田松夫副委員長 そこじゃないんか。 

 

下瀬俊夫委員長 いや、今、歳出よ。 
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矢田松夫副委員長 歳出のほうか。いやまた後でいいです。 

 

吉永美子委員 ここで聞いていいのかがちょっとあれなんですけども、例のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の中で住み慣れた地域で安心して暮らせ

る環境の構築という中に、認知症カフェ事業とありますが、これはどう

いう事業でどのように進めて行かれるのか教えてください。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 認知症カフェにつきまして

は参考資料の４ページ、５ページを御覧になっていただいてよろしいで

しょうか。５ページのほうで説明をさせていただきますが、認知症カフ

ェと申しますのは認知症の人、家族、地域の方、専門職、さまざまな方

が気軽に交流ができ、社会参加を促す場所という位置付けになっており

ます。その認知症カフェの効果として、中段以降に記載させていただい

ておりますが、まず認知症の人自身へ安心してそこで過ごせる場所とし

ての効果、そこから専門職への相談につながるというような効果、それ

と認知症の家族に対しては自分の思いを吐き出せる、あと認知症の方も

一緒に連れて安心して出掛ける場、いろいろなことが安心して話せる場

としての効果、そして地域住民の方への効果ということで、やはり身近

に認知症の方と接することで認知症の理解が深まり、地域で認知症を支

えていこうというような啓発にもつながるというようなものを期待され

ております。本市におきましては、今後日常生活圏域ごと、中学校校区

に最低１か所ずつ設置をしていきたいというふうに考えております。そ

れで平成２８年度につきましては、まず２か所程度ということで、予算

を運営補助２か所分ということで計上させていただいております。 

 

吉永美子委員 そうするとですね、例の認知症サポーターということで、頑張

っていただいているんですが、この認知症サポーターのそういったとこ

ろでの活用というのはどういうふうに考えて行かれるのか教えてくださ

い。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 認知症サポーター養成講座

を受講された方の活用については、現段階で高齢福祉課でも課題にして

おります。なかなかサポーター自身が次の活動につながっていかない、

ただ普及啓発という意味ではそれだけでもいいのかも知れませんが、今

後はこのサポーターさん、養成講座を受けられた方で、例えばですけれ

ども、ワンランクアップをして実際的な何らかの支援をしていきたいと
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いうような方を作り上げていきたいというふうな思いは持っております。

それで認知症カフェ等にも認知症サポーターさんとかは特に周知をして

いき、参加を求めていくような形になろうかというふうに考えておりま

す。 

 

吉永美子委員 これは個人個人をしっかりと担当課として把握をされているん

ですよね。中学生の誰々子ちゃん、中学生とか。やっているじゃないで

すか、子どもたちも。認知症サポーターの養成講座というのを。だから、

この例えばある学校で、厚陽中学校なら厚陽中学校でいい、誰々子ちゃ

んたち、いわゆる何年生の、いわゆる個人として把握を、外に出さない

個人情報として、しっかり持っておられるわけですよね。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 現時点で名簿としては管理

しておりません。人数だけを実績として上げております。 

 

吉永美子委員 そうすると、こういった認知症カフェでの活用となってくるの

は、声掛け自体がどうやってしていかれるのかなと思う。人数だけ持っ

ていても、例えばそういう民生福祉とかで受けましたよね、そういった

どこの団体で何月何日受けて何人とか、せめてそういうのがないと、そ

こに呼び掛けていって、認知症カフェを作っていく中にぜひ来てくださ

いという呼び掛け自体が、情報つかんでないとできなくないですか。活

用しようと思っても。何人ということだけであれば、結局一過性のもの

で終わってしまうので、呼び掛け自体ができる体制にすべきではないで

すかね。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 その辺りが先ほどもちょっ

と申しましたように、うちの課題としても考えております。今後、認知

症サポーターさん、増やしていくことはもちろん一つの目標なんですが、

次の段階に上げると申しますか、サポーターとしての何らかの活動をと

いうふうなところまで視野に入れれば、名簿管理等も必要になってくる

んではないかというふうには考えております。ただ今後認知症カフェに

サポーターということであれば、まず今の名簿管理をすることでという

こともありますが、今後行っていくサポーター養成講座での収支だとか、

あと団体別にどこの団体に行ったという記録は全て取っておりますので、

その団体に向けてのＰＲになろうかというふうに考えております。 

 

岩本信子委員 関連なんですけれど、今、中学校校区２か所、今年、運営補助
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出されると言われたんですが、これ一応施設とすれば、介護施設がこう

いう認知症カフェを作られるという考え方でいいんですか。どうなんで

すか、そこ。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 介護施設に限っておらず、

恐らく来年度早々にこの実施についての運営要綱を作成し、その上公募

をするというような計画にしております。想定としましては、介護保険

施設、社会福祉法人さん、それだとか介護者の会だとか、そういうふう

なところが手上げされるんじゃないかというふうに予測をしております。 

 

岩本信子委員 それと、今言われた認知症カフェの財源の中、財源というか、

これどこになるんですか。先ほど言われた介護支援ボランティア活動事

業委託料になるんですか、ちょっと今言われた事業がどの費用になるの

かがちょっと分からないから説明していただけますか。 

 

下瀬俊夫委員長 これは単独ですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 ３７ページを御覧ください。

介護予防ケアマネジメント事業費の中の委託料で予算を計上させていた

だいております。 

 

岩本信子委員 はい。分かりました。 

  

下瀬俊夫委員長 これは単独ですか。 

 

吉岡高齢福祉課長 これは任意事業でございますので、単独ではございません。 

 

矢田松夫副委員長 今の関連ですけど、これは今度新しく駅南にできる介護施

設があるんですけれど、老健施設。そこにもこれは当てはまるというこ

とですか。それともこれは次の計画にある。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 実施要綱を作って公募とい

う形になりますので、その要件に満たす必要がございますので、恐らく

今後建てられる施設はまだ、２９年度の設置になりますので、対象から

は外れるんじゃないかというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 その要件というのはどういう要件が必要なわけですか。大体
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今、思いつかれる要件。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 人員体制だとか、会場の広

さだとかそういったものになろうかというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長  大体イメージ湧く。 

 

吉永美子委員 先ほど言われた団体はつかんでいるということですよね。認知

症サポーターの団体数としては、いくつあるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 現在ちょっと団体数の数字

は手元に持っておりません。ただ実施回数が現時点で１４６回となって

おりますので、こじんまりとした団体もございますから、そういうのも

含めれば１４６団体というふうに考えております。 

 

吉永美子委員 活用していただきたいという思いで聞いたわけですが、それで

私の記憶が間違っていたら申し訳ないんですけど、ちょっと前に市民病

院のコーヒー飲むところで認知症カフェってされませんでしたっけ。も

しされていればその状況をお知らせください。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 昨年度、認知症普及啓発イ

ベントを市民病院の会場をお借りしてさせていただきました。認知症カ

フェというのは本来、例えば月に１回とか月に２回、その場所に行ける

んだよというものを作るべきなんですが、ちょっと試験的に行ってみよ

うということで、介護者の会とらいぽっどさんと協力させていただいて、

１回限りの認知症カフェというのを開催しております。開催状況なんで

すが、やはり認知症の方、御本人の参加が非常に少なかった、たしか１

名か２名の参加だけだったと。逆にスタッフのほうが多かったというよ

うな現状でしたが、来られた御家族と御本人に対して言えば、少しほっ

とする時間を過ごしていただけたんではないかというふうに考えており

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 どうなんですかね。認知症の、いわゆる患者さんを対象とす

るのかね、今言われたように介護される家族の方、家族の方の介護の状

況が大変ですよね。そこら辺で特定の団体のように一面ではいろんな悩

み事相談とか、あるいはほっとするとか、そういう助け合いの場になっ

ているわけですよね。ちょっとそこら辺でこのカフェ事業の対象は、何
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を対象にするのかというのがもう一つ分からないんです。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 カフェ事業の対象とすれば、

どなたもという回答に。認知症の方を対象にしているのはもちろんです

し、介護されている方を対象としているのももちろんです。ただ、それ

だけでなく、例えば専門職の方、あと地域の方、さまざまな方に本来で

あれば出向いていただいて、そこで認知症に対する理解を深めていただ

くという目的も持っておりますので、対象となれば広く住民の方々とい

う形になるかと思います。 

 

岩本信子委員 ３３ページでよろしいですか。 

 

下瀬俊夫委員長 今のところじゃないわけやな。 

 

岩本信子委員 今の件はもう分かりました。いいですか、次進んで。３３ペー

ジのですね、介護予防型デイサービス事業委託料というのがありますが、

これが何か所あって、何人ぐらい対象されているのか、お聞きしたいん

ですが。延べ人数かな、何人というの。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 介護予防型デイサービス事

業に関しましては、通称いきいきデイサービスと呼んでおります事業で

す。現在４法人に委託させていただき、市内１１か所で開催をさせてい

ただいております。平成２８年の１月末現在の利用延べ人数が５，６４

８名。実人数に関しましては２００人弱の実績でございます。 

 

岩本信子委員 昨年より増えていく傾向にあるんですか。その辺をお聞きした

いんですが。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護予防型デイサービス、昨年が約７，

０００ぐらいですので、例年ほぼ同じぐらい、横並びぐらいと予測して

おります。 

 

岩本信子委員 予算は昨年より、じゃあ同じということですね。増えているの

かどうかということですよね。予算が増えていれば結局サービスも増え

ているのかなと思うんですけど、済みません。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 予算については前年と同額でございます。 
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矢田松夫副委員長 今のページですけれど、そのずっと上の１３節の通所型介

護予防事業の委託料ですか、これは医師会へ委託するというふうに聞い

ていたんですが、かなり減額されていますが、その理由というのがあり

ますか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 この通所型介護予防事業委

託料の中には２種類のものがございます。一つは二次予防事業の通所型

サービス事業の委託料、それともう一つがその通所事業を利用するため

に医師の診断が必要なものに対する診断料等の委託料でございます。今、

委員さん言われました医師会にという部分は、利用するために必要な診

断に関する部分のみで、この事業自体は市内の通所介護事業所に主に委

託をしております。この事業費が減っておりますのは非常に毎回御指摘

をいただいているんですが、利用者が少ない、かなり努力はしておりま

すが、伸び悩んでいるということで、その実績に応じて事業費を下げて

おります。 

 

矢田松夫副委員長 次の３５ページの配食サービスの委託料ですが、これにつ

いては、かつては社協の福祉委員等に配食していただいて、いわゆる独

居の高齢者の実態把握というのも兼ねていたということですが、そうい

った担い手が少なくなったという状況の中で、今ＪＡ等に委託されてい

るんですけど、これが今後どのように拡大していくのか、減少していく

のかという現状はどうなんですかね。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 現在おっしゃるとおりＪＡに委託して、

高齢者の方の見守りと栄養を取っていただくというような形で委託して

おりますけども、今後また２９年度に総合事業等も始まりますので、今

のＪＡだけではなく、ほかの民間等も利用してそういう見守り等は少し

は考えてはおります。拡大をしていって、ＪＡだけではなくて、委託す

るかどうかは別として民間等も活用していくというのも一つの手ではな

いかとは思っております。 

 

石田清廉委員 高齢者の実態把握の実情といいますか、現状、どういう状況で

この予算の根拠も含めて教えていただけますか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 この実態把握に関しまして

はサブセンターに対して困ってらっしゃる高齢者の掘り起こしだとかそ
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ういう実態把握に対する加算部分と、市のサービスを利用する方のサー

ビス計画を立てていただいている分への加算でございます。例年の実績

ですが、平成２６年度の実績といたしまして実態把握そのものが２，３

２２件、あと計画の部分が３０１件という実績を持ちまして、予算とい

たしましては、年間目標、実態把握が２，５００件、あと計画を４００

件の目標を立て、委託料を算出しております。以上です。 

 

石田清廉委員 これは一人の方が実態調査をする、どのぐらいの対象に調査な

さるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 この調査といいますのは、

例えば調査票を用いて回るという調査ではなく、例えば地域の民生委員

さんからちょっと心配だけれどもというような、そういう情報を基にそ

の高齢者のお宅を訪問して、その実態を把握する、そういうふうな形で

行っております。よって対象者は広く捉えれば６５歳以上の方全てとい

う形になろうかと思います。 

 

矢田松夫副委員長 今の関連ですけど、６５歳以上で自宅訪問が原則になって

いますよね。５か所のサブセンターの皆さん方も非常に多忙であるとい

うことで、なかなか１回行けばいいというものではないんですが、そう

いう、早く言えば人数も少ないしですね、そういった高齢者、６５歳以

上が増えてくるという中で、ともかく何て言うかね、合理的に処理して

しまうという傾向ってないんですかね。１回行くところを二、三日、例

えば１か月に１回行けばいいとかですね、半年に１回行けばいいとか。

多忙の中でもこういった実態把握をしないといけないという状況という

んですかね、どうなんですかね、現状は。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 サブセンターも非常に多忙

ということは把握しております。ただサブセンターの職員も全て専門職

ですので、優先順位をつけ、例えば半年１回の対応で済む方へはそれぐ

らいかも知れませんが、頻回の訪問が必要な方は例えば週に何回もとい

うような訪問もしていただいております。 

 

岩本信子委員 関連なんですけど、これは民生委員の方からいろいろ相談があ

ったりとかいう場合にされているんですけど、例えば民生委員だけじゃ

なくて、自治会長からこういう話があるとか、市のほうから相談業務で

こういうふうなのがあったとかいうときには、こちらのほうにつながっ
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てくるということはあるんですか。どうなんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 先ほど例えとして民生委員

さん等からというふうに表現させていただきましたが、地域の方から自

治会長さん、福祉委員さんはもちろんですけれども、例えば御近所の方、

そういった方からの相談というのもありますので、どんなところから把

握しても対応は同じように行っております。 

 

矢田松夫副委員長 この実態把握ですけど、個人情報があるかどうか分かりま

せんけど、例えばガス、電気、新聞とか、そういったところは毎日行く

わけですよね。あるいは毎月行くという中で、それがはっきりするわけ

ですよね。実態把握をすれば、効果は高いんですよね。そういうことは

検討されるということはないんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 現在、そういうセーフティ

ネットワークの対象事業者とは社会福祉課が見守りネットワークという

形で協定を結んで見守りをされています。こちらに関しましては、例え

ば新聞がたまっている、ガスが動いていないとかいうようなもので、ど

ちらかというと孤立死だとか、そういったものの対策が中心になろうか

と思います。私たちが訪問する中で、訪問して家の中まで入り込んで御

本人さんにいろいろ話を聞いてみたり、家の中の状態を見てみて、初め

て何らかの支援が必要なんだというふうにつかむことも多いですので、

そういったことを目的に実態把握は行っております。 

 

下瀬俊夫委員長 対象者は全員何らかの形でつかむわけですか。６５歳以上。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 対象者は６５歳以上という

ふうに表現させていただきましたが、先ほど申しましたように調査票を

用いて回っているという関係ではありませんので、どちらかと言うと何

らか地域からの相談を受けて訪問に行くと。欲を言えば今年はこの自治

会の独り暮らしを全員回ってみようというような体制が取れると望まし

いのですが、なかなかそこまで行きつけていない現状でございます。 

 

岩本信子委員 三者懇談というのがあって、自治会長と福祉員と民生委員が年

１回集まって、その町内の実態を話し合うというのが、御存じだとは思

うんですけど、それとここの今の言う地域高齢者の実態把握というとこ

ろの辺がつながっているのかどうか、つなげていかなくては実際のとこ
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ろが把握できないのではないかと思うんですけど、その辺はいかがです

か。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 社協が行っている三者交流

会は非常に有効な手段だと私どもも考えております。そこで押し掛けさ

せていただいております。毎年地区担を参加させていただいて、最後の

ほうに少しお時間をいただいて、包括支援センターはこういう業務を行

っているので、地域で心配な方、こういう方がいらっしゃれば必ずつな

げていただきたいということを毎年ＰＲさせていただいております。 

 

吉永美子委員 同じページの一番下の二つなんですが、友愛訪問活動事業委託

料、これは今年度、昨年より少し減っておりますが、老人クラブの数が

減ってしまったのかという点も含めて、なぜ減ったのかということと、

下の生きがいと健康づくり推進事業委託料も老人クラブ連合会。これは

金額が全く変わらないという状況ですが、この二つについて減った理由。

また内容、効果をお知らせください。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 まず、友愛訪問活動事業委託料は老人ク

ラブの対象クラブ数が減っておりますので、減った数分だけ昨年よりは

減っております。対象は昨年が５３クラブで、現在５１クラブで対象が

減っているということで予算が減っております。件数につきましては昨

年が２，９２７件ということでございます。今年については３月末前の

活動ですので、ちょっと分かりませんけれども、それに準じた数になろ

うかとは思っております。生きがいと健康づくり推進事業でございます。

こちらについても老人クラブ連合会に委託という形になっておりますけ

れども、こちらについてはさまざまなグラウンドゴルフ等、あといろん

な健康づくり等の事業に対する老人クラブ連合会に対する委託というこ

とで、金額については変わっておりません。生きがいと健康づくりにつ

きましては１８０万で委託しておりますので、実績も１８０万という形

になっております。生きがいと健康づくりにつきまして、昨年の実績と

いう形で挙げますと老人クラブスポーツ大会が８０９人、シルバーふれ

あいサロンということで延べ４，８００人、グランドゴルフ大会が２２

１人、老人クラブ福祉大会が５４０人ということで数字は挙がっており

ます。 

 

吉永美子委員 先ほど平成２７年が５４クラブと申し上げたのは、昨年の会議

録で５４クラブという話が出ていたので申し上げたところだったんです
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が、いずれにしても減っているということなんですけど、この老人クラ

ブにせっかく委託して、独り暮らしの方を訪問してもらったりとかして

おられる中で、先ほどの高齢者実態把握という部分では、地域からの相

談を受けて動くことが多いということなんですが、この老人クラブとの

連携というのはどのようにされているのか、高齢者の実態がある面把握

できる人たち、団体ではないかと思うんですけど、友愛訪問もされてい

る中、その辺はいかがでしょうか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 老人クラブの方々との連携

というところは、まだ不十分ではないかというふうに考えております。

老人クラブから友愛訪問の活動記録が出てまいりますので、その記録に

は目を通させていただいて、気になる方がいらっしゃれば、その後のフ

ォローにつなげているという程度にとどまっているのが現状です。 

 

下瀬俊夫委員長 さっきのクラブの数はいいかいね。吉永さんは５４と言った

けど、５３と言ったやろ。影響はないけど、どっちが正しいわけ。 

 

塚本高齢福祉課主幹 ５４クラブといいますのが、老人クラブ連合会に加入し

ているクラブの数で、そのうち１クラブが友愛訪問活動をされていらっ

しゃいませんので、５３クラブが友愛訪問活動をされているということ

でございます。 

 

矢田松夫副委員長 ３７ページの一般職給与１０人と書いてありますが、これ

は正職員ですか。その下の臨時賃金ですが、この臨時賃金は減っている

んですよね。昨年に比べると。これはケアマネの方の賃金だと思うんで

すが、それぞれ現在員をお答え願えます。 

 

吉岡高齢福祉課長 まず、上の一般職給与の１０名でございますけれども、２

６年度は８名であったと思います。これが二人増えて１０名となってお

りますが、この２名につきましては４月１日採用ということで、任期付

職員の募集をしております。その２名の増員分でございます。その内容

につきましてはケアプランの作成をしていただくということで、ケアマ

ネの募集、増員ということで２名増えております。そして賃金のほうで

ございます。この１名につきましては事務職の臨時職員でございます。

主な職の内容としましては国保連への請求の補助、庶務業務ということ

でしていただいております。２６年度につきましては、この臨時職員は

２名でございました。そのうちの１名は、今申し上げた事務職でござい
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ますけれども、もう１名はケアマネということで、ケアプランの作成を

していただいておりましたが、２８年度からはその臨時職員が１名減と

なりまして、任期付きのケアマネが２名増えたということでございます。 

 

矢田松夫副委員長 その上の成年後見人の報酬助成費ですが、これは昨年１件

と聞いたんですが、今年は何件で、この予算額に見合う件数を目標に立

てているのかお答えできますか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 今年度は２件を予定してお

ります。その算出根拠につきましては、昨年、成年後見の市長申立てを

したケースで、恐らく２名程度この報酬助成が必要になるであろうとい

うことで予算を挙げております。 

 

下瀬俊夫委員長 さっきの確認ですが、ケアマネ二人ほど臨時がいて、一人辞

めて、今回二人任期付きを採用したということは、一人ほど臨時が残っ

ているんですか、ケアマネで。 

 

吉岡高齢福祉課長 説明が悪くて申しわけありません。臨時職員は２名おりま

したが、その２名の内訳は一人がケアマネ、一人が事務職員でございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 ケアマネが辞めたわけですね。 

 

吉岡高齢福祉課長 はい。 

 

下瀬俊夫委員長 それで任期付きにしたということですね。分かりました。 

 

石田清廉委員 安心ナースホン委託料の状況を説明いただいたかも分かりませ

んけれども、１１日のことですから記憶が薄らいでおります。改めて状

況を御説明いただきますか。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 状況というのは実績とかでよろしいです

か。 

 

石田清廉委員 はい。何人分とかね。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 まず実績でございますけれども、２月末
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現在で２７４台の登録がございます。予算上は３００ということで予定

しております。 

 

石田清廉委員 今実際独り暮らしのお年寄りを対象にしているということでし

たかね。３０８人分という数字を前回伺ったような気がしますが、この

数字は何でしょう。実態ですか。３０８人分というのは。 

 

下瀬俊夫委員長 予算は３００台。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 対象者は独り暮らし高齢者と家族がおら

れても日中一人になる高齢者等も対象になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 ３０８というのは数字的には関係ないですね。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 予算的には３００人を見込んで立ててお

ります。 

 

吉永美子委員 昨年このことについて聞いたときに、現状設置台数が２８９台

と言われて、７台ぐらいしか増えていないということだけれども、多分

この増減については入院されたり、亡くなられたりという形で利用され

なくなった方がおられるということで、じゃあ新規は増えているんです

ねということで確認したら、そうですとおっしゃっていたんですが、こ

れは当初よりかなり減ってしまっているという実態になるわけですけど、

この状況について新規がやはりまだ配置されていない方がおられれば、

きちっと配置されるべきだと思いますし、減っているということ自体を

ちょっと心配するんですが、この辺について状況をお知らせください。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 安心相談ナースホンにつきましては、今

言われたとおり亡くなられた方とか入院された方とか施設に入られた方

が機器はもう必要ないということで廃止されるということが多数ござい

ました。数は資料を持ち合わせていないのですが、新規の方も増えてお

りますし、今までの方で実際ほぼ使っていない方とか、先ほど言いまし

た入院とかでそのまま置いていた方が、この度はやめられるということ

が多かったということで台数も減ってきているということになっており

ます。 

 

吉永美子委員 いろいろ事情はあると思うんですけど、高齢化が進んでいく、
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また独り暮らしの高齢者が増えていく中で、これはもう３００台、３０

０人分では足りませんという形にあってほしいぐらいに思っているわけ

なんですよ。やはり安心という部分を、収入によっては０円だし、高く

てもたしか１，０００円と消費税ぐらいだったと思っているんですけれ

ども、その辺の要は啓発ですね。この点については徹底がされているか

どうか。民生委員さんに対してこういうのがあるということをお知らせ

されていると思うんですが、その今度はバックですね。お知らせされた

ことによって、こういうふうに言ったら増えましたとか、そういう民生

委員さんからのバックがあるのかどうかお知らせください。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 民生委員さんに関しましても当然こうい

う制度がございますという説明等もしております。また、申請につきま

しても民生委員さんから、この人が心配なんだけど、どうだろうかとい

うことで民生委員さんを通じて申請、相談等ございます。 

 

吉永美子委員 要はとにかく必要な人になかったということが絶対にないよう

にしていただきたいという思いで取り上げさせていただきました。それ

で、もう１点下のほうの例の成年後見人の報酬助成費ということで２名

分ということになるのかなと思うんですが、低所得で見守る人がいない

等ですけど、例の少し問題になった件がありましたですよね、全国的に

は。成年後見人された方がうんぬんというところですね。その辺の心配

というのは山陽小野田市ではないでしょうか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 後見を申し立てられた方の

全件の状況は把握できておりません。うちがきちんと把握できていると

すれば市長申立てをさせていただいた案件については大体の把握はでき

ておりますが、そのケースに関して言えば今のところそういう問題はな

いというふうに。監督人というのが後見人の後ろについておりますので、

本来であればそこの機能でストップできる、済みません、感想になって

しまいますが、と考えています。 

 

下瀬俊夫委員長 成年後見人の件数は何件ぐらいあるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 申立て件数ということです

か。 

 

下瀬俊夫委員長 はい。 
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尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 平成２７年度の実績として

高齢部門の市長申立てが４件、障害部門が２件ございます。 

 

吉永美子委員 先ほど任期付職員２名ということで４月１日採用とあったんで

すが、昨年委員の中で人数等について質問が入っておりまして、原課と

しては包括ケアシステムの構築事務に向け、人事サイドに要求は強く上

げていきたいと、このような答弁があるわけですが、これはまさに地域

包括ケアシステムの構築のために人数を増やして頑張っていただいてい

るという認識を持ってよろしいでしょうか。 

 

吉岡高齢福祉課長 おっしゃるとおりでございます。地域包括支援センターに

おきましてはプラン作成に加えまして、認知症高齢者などの困難事例に

当たりながら本来の地域支援事業に取り組んでいる状況でございます。

このプラン作成の部分を少しでも緩和するため、任期付職員を募集する

ところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 成年後見人ですが、申立ての経緯ですよね。これまだ余り徹

底していないので、よく分からない方もいるんじゃないかなと思うんだ

けど、昨年の実績で４件と２件なんだけど、どういう形で申立ての手続

をされるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 先ほど件数としては市長申

立てを行った件数だけを伝えさせていただきましたが、相談件数になり

ますと延べ件数で２３０件程度、現時点でありました。ですからその結

果、家族が申立てを行ったケースもございますし、うちが支援しながら

家族申立てをされたケースというのもございます。そのうち最終的に手

段がなくて、市長申立てに至ったケースが高齢部門で４件ということに

なります。そしてこの４件の内容ですが、今年度に関しましては、例え

ば例としまして、現在入所している。息子さんが金銭管理とか全てされ

ていたのが、息子さんが先に死亡されてしまった。その後の金銭管理を

行う者がいないので申立てをというケース。それと在宅でひどい生活を

送られていて金銭管理ができてなく、年金を早期に使い果たしてしまう。

生活が成り立っていない。ほかの御兄弟も精神疾患が入ってらっしゃる

ような状況で誰も身内に金銭管理をする者がいない、プラス施設入所に

関しても契約者がいない、そういうふうなケースが１件。それとあと２

件はたしか病院のほうから、入院されているけれども、今後施設等へ移
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るときの契約者がいないということで依頼があって、市長申立てに至っ

ております。 

 

下瀬俊夫委員長 病院なんかの場合は地域連携ですか、申立てがあるのは。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 相談が入ってくるのは地域

連携的な担当者から入ってくることが多いです。 

 

下瀬俊夫委員長 それと先ほどの安心ナースホンですが、使い方というか利用

状況は分かりますか。年間の。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 もし本人さんの具合が悪くなったとかと

いうときに、ボタンを押せばコールセンターに掛かって、状況等を聞い

て、救急車が必要であれば救急車が出動するんですけれども、件数とし

ては、救急車が出動したとか呼んだという件数は毎月、現在は四、五件

ございます。 

 

下瀬俊夫委員長 毎月。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 毎月四、五件ぐらいはございます。あと

具合がちょっと悪い、救急車を呼ぶほどではないけどということでセン

ターに相談する件数は平均で言うと４０件から５０件の間で毎月ありま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 毎月四、五十件あるの。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 はい。相談ということで、ちょっと具合

が悪いんだけれど、どうしたらいいでしょうかとか、そういうのはござ

います。 

 

矢田松夫副委員長 ３９ページですが、市内にあるサブセンター。これ先ほど

尾山課長も言われた、非常に多忙であるということですが、前年と同額

になっているんですが、そういう実態を、多忙であると、５か所で、高

齢者も増えてくるという中で、これ何で予算要求したと思うんですよ。

認められなかった大きな理由は何ですか。逆に言いますが。 

 

下瀬俊夫委員長 したかどうか分からんじゃない。 
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矢田松夫副委員長 いやいや、したと思いますよ。なぜ思うかというと、先ほ

ど尾山課長の話を聞くと、その中ですが、そういう結果ですが。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 サブセンターの負担金に関

しましては前年どおりということで。一つの理由が一応清算を出してい

ただいているんですが、清算割れをしていらっしゃる事業所もあるとい

うことが一つ。それと多忙な分をカバーするという意味合いで、先ほど

の実態把握を加算分としてお出ししております。この経費が上乗せで入

ってまいりますので、大体これぐらいの費用でやっていただけるのでは

ないかということを考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 その前に予算要望を多く出したかどうかというのを言わない

と。 

 

吉岡高齢福祉課長 予算要求につきましては前年度と同じ要求でございます。 

 

岩本信子委員 委託料のところで、在宅医療介護連携相談業務委託料は、これ

が先ほど言われた連携の室じゃないかなと思うんですけど、これはどち

らに出されているんですか。市民病院じゃないんですか、どうですか。

その辺を。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 この連携室に関しましては

小野田医師会に委託を出しております。この位置付けに関してですが、

資料を御覧になっていただけますでしょうか。１ページの右側に包括的

支援事業というのがございます。この２番目の丸に在宅医療介護連携の

推進という事業がございまして、詳細は載せておりませんが、この事業

の中に８事業ほど平成３０年４月までに行わないといけないという事業

があります。その事業の一つとして行っているものです。これはどこか

の病院の入院患者さんというよりか、在宅連携、在宅医療と介護の連携

を進めるために、まずケアマネジャーさんたちがなかなか医療的な知識

を得る場がない、主治医に確認を取るというのが義務付けられています

が、なかなか敷居が高くて、ゆっくりと話が聞けない。そういうふうな

問題がございますので、この医療連携相談窓口に関しましては主にケア

マネジャーさんだとか、サービス提供事業所の方々が医療の知識をつけ

ながらケアプランを立てていただいたり、利用者にサービスを提供する

ための相談窓口として小野田医師会に委託をして、実際には訪問看護ス
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テーションのほうで相談を受けていただいているという状況でございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 なければ歳出全体について。 

 

岩本信子委員 基金の積立金で、これは歳入のところで聞いてもいいのかなと

思ったんだけど、財産収入というふうになっているんですよ。この財産

収入というのが一体何なのかお聞かせください。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 これは介護給付費準備基金の利子でござ

います。会計上、明確にするために一旦介護保険特別会計のほうの歳入

として繰り入れております。その後に歳出として同額を準備基金のほう

に積み立てるというような仕組みにしておりますので、このような予算

計上をさせていただいているところでございます。 

 

岩本信子委員 参考までに聞くんですけれど、先ほど言われた、積み立ててい

らっしゃるというところ、利息が入るところですね、どこなんですか銀

行ですか、それとも積み立てているところはどこなのかお聞きしたいん

ですが。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 介護給付費準備基金積立金の歳計外の通

帳を持っておりますので、そこに利子の部分を積み立てていっていると

ころでございます。 

 

岩本信子委員 その通帳があると言われて、そういうところがあるんですか、

準備基金積立金をするという組織的なものがあるんですか。普通こうい

うふうな財産収入で利息が付くと聞けば銀行かなと思ってみたりするん

ですけど、おっしゃったのはそういう通帳があって、何とか準備の通帳

があって、そこに入りますと言われるんだったらそういう組織があるの

かということを聞いているんです。 

 

吉岡高齢福祉課長 実際の通帳等の管理につきましては出納室が行っておると

ころでございますが、預け先につきましては銀行であるという認識はし

ております。 

 

石田清廉委員 こういう質問をしていいかどうか分かりませんが、特に気にな

るのが、いろんな分野で委託料というのが非常に多いんですけども、大
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変基本的な質問で申し訳ないが、この委託料という判断基準、算定基準

と何かルール的なものがございますか。さまざまなところで委託、委託

で数字が挙がっていますけども、私どもには読み取れない数字なんです

よね。だからその委託料というのはどういう根拠、もしルール的なもの

があれば教えてください。 

 

下瀬俊夫委員長 委託料の根拠ですか。（発言する者あり）委託の根拠なの、委

託料の根拠、どっちですか。なぜ委託するかという意味ですか。（発言す

る者あり）金額は難しくは。委託料がどうかの判断はできないでしょ。

委託をすれば委託料になる。 

 

石田清廉委員 ちょっと説明、質問の仕方が悪かったですね。予算書としてこ

うやって計上される以上は、私どもはこの数字がなぜこういう数字にな

ったのかという疑問があっても不思議じゃないと思うんです。そこでな

ぜこういう委託料金が数字として現れているかという判断ができないの

でお尋ねしたところです。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや今言いよるのは、なぜこれを委託したのかという質

問ですか。 

 

石田清廉委員 それももちろんありますけども、必要だから委託したというの

は分かります。ただその必要の、算出根拠という言い方でいいのかどう

か分かりませんが、さまざまな委託があるのに皆さん疑問を何も感じな

いのかなと、逆に不思議に思います。 

 

下瀬俊夫委員長 委託料の根拠だそうです。計算根拠。それをどうやって出す

のかという。これ全部違うと思うけどね、ちょっとどういうふうに答弁

する。例えばこの委託料はどういう根拠かと言われれば分かるんだろう

けど。委託料全体のことを言われるとなかなか難しいよね。例えば石田

議員がどの委託料のことを言っているんですか。 

 

石田清廉委員 さっきから話が出ています。安心ナースホン委託料、これで結

構です。 

 

下瀬俊夫委員長 ３７ページね。この根拠だそうです。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 安心相談ナースホンの委託料の算出根拠
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ということでございますけれども、安心相談ナースホンの対象者の方、

収入によって利用料というか違う方がいらっしゃるんですけれども、そ

の方、済みません。 

 

杉山企画課企画係長 会計管理者のほうから先ほどの介護給付費準備基金の利

息のことで情報が入りましたのでお伝えします。山口銀行のほうで普通

預金の通帳で管理しているので利息がそちらに入るということです。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 対象者ごとで委託料が違うんですけれど

も、一つが非課税８０万未満の方に対するほうが単価が２，４３０円、

これ細かい数字を言ったほうがいいんですよね。 

 

下瀬俊夫委員長 それは使用料でしょ。委託料。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 委託料で利用者の収入に応じて利用料も

違うんですけれども、それに対して委託料も変わってきていますので。 

 

下瀬俊夫委員長 とりあえず言って。全部言わんでもいいよ。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 それぞれの人数に非課税とか課税世帯の

方が何人いらっしゃるということで、その単価に対して人数と単価を掛

けたもので数字を積み上げていっております。 

 

下瀬俊夫委員長 それがいわゆる根拠ですね。 

 

石田清廉委員 よく分かりません。ただ、よく分からんまんまで審査していい

のかというのが疑問で残っただけです。説明が分からないです。 

 

下瀬俊夫委員長 分かるまで聞けばいいわあね。 

 

石田清廉委員 じゃあ別の案件で、今のところでもよく分からん。利用者の人

数でしょ、利用者の人数によって一人単価があって、対象者数掛ける基

準数値があるんでしょ。そういうものを説明してほしいんですけど。 

 

矢田松夫委員 僕が思うたのは、これ通話料無料だから希望者掛ける設置料が

何ぼで、委託料が幾らというものになるんじゃないですかね。一番単純

な方法で言えば、違うの。 
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吉岡高齢福祉課長 安心ナースホンにつきましては、プロポーザル方式で入札

をしたところでございます。その中で複数の事業者の中から選定をして

おりますが、その内訳としましては、一人当たりまず非課税の方が２，

４３０円掛ける１６９人掛ける１２か月分、もう一つの非課税でも８０

万以上の方につきましては１，８９０円掛ける７７人掛ける１２か月と

いう計算式になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 これプロポーザルの業者というのはどういうとこですか。こ

れを提供できる業者。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 プロポーザルの業者につきましては、現

在の業者についてということで。 

 

下瀬俊夫委員長 プロポーザルだからどうせいいでしょ、公募した業者だから。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 業者名ということですかね。（「はい」と

呼ぶ者あり）今現在は委託しているところはアルソック。（「アルソック

か」と呼ぶ者あり）いろいろ会社、合併されて会社名変わっております

が、アルソック安心…済みません、下の名前忘れてしまいましたけど。

アルソックの関係の現在は会社になっております。ほかには周南のほう

にある会社がプロポーザルには参加をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 プロポーザルだそうです。いいですか。ほかに。歳出全体の

中で先般の一般会計の中で施設待機が１５５人と言われましたよね。そ

のうち在宅の関係はほぼ何とか対応できると、新規事業によって。問題

は今後とも待機はずっと生まれてくるんだろうと思うんですが、６期事

業の関係でいえば最終的にどの程度、待機者の見込みがされているのか。

ちょっとそれは分かれば。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 ６期事業末の待機者の数というのは今現

在想定をしておりません。ただ先般もお答えを差し上げたとおり、高齢

者人口も増加し、介護認定者も増加する傾向にありますので、当然待機

者も増えてくると、そうしますと今の施設数のキャパでは不足してくる

ということが考えられますので、徐々にその待機者も増えてくることが

予測されます。それにつきましては当然次の計画の際の懸案事項となり

ますし、またそれまでの間につきましては、できる限り在宅におけるサ
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ービス、特に全般的なサービス提供する小規模多機能型居宅介護あるい

は看護小規模多機能型居宅介護等の総合的な在宅サービスを提供するサ

ービスでカバーしていきたいなというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 介護保険から要支援１、２が通所関係、総合事業に移行しま

すよね。とりあえず、この国の補助等が残ったにしても、将来的にはこ

れがどうなるか分からない状況になっていきますよね。そうすると単独

でやらざるを得なくなるようなことになりかねないかなと、大変そこら

辺懸念するんですが、そうなったときに行政としてはこれは継続してや

っていこうということになるんでしょうか。見通しとしては分からない

ですか。 

 

吉岡高齢福祉課長 全く単独でということは想定しておりませんので、あくま

でも国、県の支援があって、できるものと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 介護保険から外す必要ないよね。今要介護１、２の一部まで

保険事業から外そうという動きがありますからね。だんだん厳しくなる

んじゃないかなと思います。歳入全般でもしあれば。 

 

岩本信子委員 基金のことについてお伺いしたいんですが、今基金は幾ら残っ

ているというのが、先ほども言いましたように利息が１４万５，０００

円この度は出ているわけですよね。そうすると去年の予算が５万６，０

００円ぐらいだったのにすごい増えているというか利子がね。そうする

と基金がかなりあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、基金残

高と、その基金何ぼぐらい持っとかんといけんのかということと、あと

は基金によって、保険料の算定の調整に基金が使われるんだと思うんで

すけど、その辺りをお伺いしたいんですが。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 今現在介護保険準備基金の残高につきま

しては４億２，１８０万５，７２０円ございます。これから今期、第６

期の介護保険事業計画におきまして約２億取り崩す計画としております

ので、この３年間で２億円程度が減額されるのではないかというふうに

考えております。これは当然介護給付の状況によっては、この金額等が

変わってまいりますので、あくまで予定ということで御了承ください。

それから残高で適正な金額がどの程度かということがよくあるんですけ

れども、これにつきましては約２億程度残高があればというふうに考え

ております。根拠といたしましては、介護給付費が将来的に何らかの状
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況によりまして増減、特に増加が発生した場合においての補塡といたし

まして、この３年間で仮に５％それぞれ増加したケースにおいて２億程

度あれば何とかまえるのではないかという試算の中でこの残高を考えて

おるところでございます。 

 

吉永美子委員 金額は少ないんですけれど、ちょっとお聞きしたいので雑入の

認知症予防教室参加者負担金と成年後見審判請求費用の中身を教えてく

ださい。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 まず認知症予防教室参加者

負担金に関しましては日常予防教室の開始時と、あと終了後半年後に効

果を見る指標としてファイブコグという検査を行っております。こちら

に関しまして１００円の実費をいただいて行っておりますので、その収

入という形になります。次に成年後見審判請求費用に関しましては、市

長申立てをする場合、市が費用を持ち出して申立ての費用を出すわけで

すけれども、御本人さんに資産がある場合は後見人が付かれた後に求償

をさせていただいております。掛かった費用をこちらにお戻しください

と、その費用になります。 

 

吉永美子委員 掛かった費用をお戻しくださいというのはたった１万円という

ことでしょうか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 成年後見の申立てに必要な

費用というのが基本的に要るものが県証紙だとか切手代とかで大体５，

０００円弱です。ただ、鑑定が必要、審査をするための診断の鑑定が必

要となった場合にはマックス１０万ぐらい掛かるということで、予算に

はそのことを含めておりますが、今まで鑑定が必要になったケースがご

ざいませんので、２件程度求償があるかということでこのぐらいの金額

を見込んでおります。 

 

吉永美子委員 先ほどの歳出にもちょっと触れる形じゃないんですけど、こう

いった低所得者で身寄りがない、また適切な成年後見人がいないという

ときに市が負担をするわけですよね。ということはやっぱり、先ほどち

らっと聞いたけど、そういった追求というのかな、要はおかしい形には

なっていないというのはきちんと把握をしていただきたいという思いを

ちょっと持って先ほども聞かせていただいたんですが、それと上の部分

なんですけど、効果を何とかというので見るということなんですが、そ
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の負担金の１００円ということですが、その効果が認知症予防の教室に

行かれて、その効果というのがどういう形で本人にきちんと戻って、じ

ゃあこうしたらいいねとか、そういうことのアドバイスがされているの

かどうかお願いします。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 実施後６か月のときに評価

させていただいたあとは、その次の週にその評価を用いてその会場で個

別説明を行っております。ほとんど改善傾向もしくは維持の場合が多い

ので、それをもってこの教室を継続的に自主的に進めていきましょうね

という形に持っていっております。 

 

岩本信子委員 今のところの雑入のところで、新予防給付居宅介護支援費とい

うのがあるんですが、これは個人負担で出す分ですか、それともどこか

からいただける、何か新予防と付くとよく分からないところがあるんで

すけれど。これはどのような費用になるんですか。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 もう「新」がなくてもよろ

しいかとも今感じたんですけれども、これは要支援１、２の方のケアプ

ランを作成したことに対して国保連からいただける報酬の額に。（「国保

から」と呼ぶ者あり）国保連合会から介護報酬としていただける額とな

ります。 

 

矢田松夫委員 １３ページの３節の滞納金のところでありますけれど、滞納金

の金額ですが、１号保険者の個別に納める人の滞納金がほとんどという

ことで理解されていいんですかね。それと同時に年金では徴収されない

人がこれ以上納めようがないと。結果として滞納になると。どういうふ

うにして滞納を徴収していくかという策はあるんですかね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 まずこの滞納繰越額の対象者につきまし

ては、委員おっしゃるように年金から徴収できない期間の介護保険料と

なります。年金から天引きできない対象者というのは基準に達していな

い方と６５歳になられたばかりの方につきましては厚生労働省のほうと

の事務上の一定の期間が必要となりますので、その年金特別徴収するま

での期間の分もこの期間に含まれるようになります。それでもう１点の

払えない方々への対応ということですけれども、なかなか難しいところ

なんですが、介護保険制度というのは相互扶助ということなんで、皆さ

んに対して賦課をさせていただいているところでございます。低所得者
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の方々への対応につきましては、できる限り、当然納めていただくよう

お願いはさせていただいておりますが、できる限りの負担ということで

分納誓約とかそういった形でお願いをさせていただいているところでご

ざいます。 

 

矢田松夫委員 今特定被保険者の話、あるいは年金から徴収できない人のそれ

らを含めた滞納金の説明があったんですけれど、ただ単にこれまで同様

に納付通知書だけで事が済むものなのかどうなのか。こういうふうに今

年の主な対応策なんかあります。前年と違った徴収方法。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 収納対策といたしましては、督促状の発

送、それから催告状の発送等を行っているところでございます。また随

時滞納者への督促ということで電話等の対応もさせていただいておりま

すし、催告状等の発送後の納付相談等もさせていただいているところで

ございます。そういった対策を行う中で、余りにも悪質でかつ通常で考

えるのであれば、納付ができるような状況の方に対しては債権特別対策

室のほうに事務移管を行っているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それは何件ぐらいあるんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 ２７年度、今現在の状況でありますけれ

ども、介護保険係のほうから直接事務移管した件数といたしまして、１

１件ございます。ただ債権特別対策室のほうで税あるいは国保等の差押

え等を行う際に介護保険料も滞納があり、その辺の催告もした結果であ

るものも含めますと４４件ございます。 

 

下瀬俊夫委員長 特別徴収を希望しない特別徴収の対象者なんだけど、希望し

なくて滞納になっている方というのはおりますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 介護保険では年金の特別徴収は原則とし

て条件に合えば皆さんしていただくということになっておりますので、

希望によってしないということができない状態になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 それと国保のように資格証明のようなね、介護給付の停止の

ような処分というのは今何件かあるんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 介護保険におきましても給付制限と申し
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ましてサービスを受けておられる方が滞納した場合、給付の制限を通常

１割負担ですけれども、これを２割、３割にしてそこの部分を介護保険

の滞納に充てるというような制度もしくは全額償還払いにしまして、そ

この部分を介護保険の滞納に充てるという制度がございます。ただ本市

といたしましては、現在のところその対応は行っておりません。実際の

ところサービスを受けておられる方々で滞納しておられる方はいらっし

ゃいます。いらっしゃいますが、いずれの方々も遅れながらでも納めて

いただいておりますので、悪質滞納者はいないというような前提の中で

そういった措置は行っておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 歳入全般ありますか。なければ質疑を打ち切りたいと思いま

すが、いいですか。それでは議案第１８号平成２８年度山陽小野田市介

護保険特別会計予算について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）そ

れでは賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。それでは引き続いて議案第３８号山陽

小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、それと３９号

これも同じような内容なので一緒の提案をして別々に質疑をしたいとい

うことになります。では議案第３９号山陽小野田市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について、併せて提案説明をお

願いいたします。 

 

吉岡高齢福祉課長 それでは、議案第３８号山陽小野田市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第３９号山陽小野田市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、御説明させてい

ただきます。両方の条例とも、地域密着サービス事業の人員や設備及び

運営に関する基準を定めたものでございます。その違いにつきましては、

議案第３８号の条例の対象が要介護認定を受けた方が利用する地域密着

サービス事業所、議案第３９号の対象の条例は要支援認定を受けた方が
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利用する地域密着サービス事業所ということでございます。条項の数字

は異なりますが、改正の趣旨は同じでございますので、議案第３８号を

基に説明をさせていただき、その内容には議案第３９号の要支援が対象

の介護予防も含むということを御理解いただければと思います。それで

は、お配りしております資料を参照していただきながら御説明させてい

ただきます。右上に議案第３８号参考資料と書かれた資料を御覧くださ

い。厚生労働省令、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準の改正により、認知症対応型通所介護の基準に地域との

連携や運営透明性を確保するための運営推進会議の設置規定が設けられ、

改正内容が参酌すべき基準となりますが、本市の実情を勘案する中で、

支障をもたらすことがないため、山陽小野田市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行

うものであります。この度の本条例に係る改正は、非常に多くなってお

りますが、項づれ、言葉の読替え等の簡易な改正の説明はまとめて説明

させていただき、主な改正を中心に説明をさせていただきます。資料の

２ページをお開きください。まず、第１６条、第１７条、第３０条第２

項、第５４条第２項、第６０条、第６５条第１項、同条第２項、第８７

条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、第１５１条第１３項につき

ましては、介護保険法の改正により項ずれ、言い換えが生じたための省

令の改正でありまして、省令に基づき条例改正を行います。基準内容の

変更はございません。第７８条におきましては、第２項を第４項とし、

第１項を第３項とします。その上で、第１項におきましては、認知症対

応型通所介護の基準に地域との連携や運営透明性を確保することを目的

に、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定認知症対応型通所

介護事業所が所在する市の職員又は地域包括支援センターの職員、指定

認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される運営

推進会議を設置し、６か月に１回以上、運営推進会議に対し指定認知症

対応型通所介護の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受ける

とともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける規

定を新たに加えます。資料の３ページをお開きください。同条第２項に

おきましては、運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記

録を作成し、当該記録の公表の規定を新たに加えます。同条第５項にお

きましては、指定認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対して指定認知症対応型通所介護を提供する場

合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定認知症対応

型通所介護の提供を行うよう努めることの規定を新たに設けます。第７

９条第２項第６号におきましては、第７８条第２項で定めます運営推進
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会議の記録も２年間保存する規定を新たに設けます。第１０５条におき

ましては、第７８条に運営推進会議の設置規定を設けることにより、内

容が重複するため、同条を削除します。なお、第１０８条におきまして

は、第７８条に対しての準用規定を設けます。第１０７条第２項第８号、

第１２７条第２項第７号、第１４８条第２項第８号、第１７６条第２項

第７号、第２０１条第２項第１０号におきましては、準用先の第１０５

条第２項を削除するため、準用先を第７８条第２項に改めます。基準内

容の変更はありません。資料の４ページをお開きください。第１０８条、

第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条、第２０２条におき

ましては、準用先の第１０５条を削除するため、準用先を第７８条に改

め、各基準に合った読替え規定を加えます。基準内容の変更はありませ

ん。議案第３９号につきましても条項の番号は異なりますが、改正内容

は同じでございます。議案の説明は以上となりますが、平成２８年４月

１日から、介護保険法及び関係政省令の一部改正により、地域密着型通

所介護の創設が施行されます。資料の５ページを御覧ください。利用定

員１８人以下の小規模な通所介護事業所については、少人数で生活圏域

に密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性

の確保、また、市が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性

のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成２８年４月１日

から地域密着型通所介護として地域密着型サービスに移行されます。地

域密着型通所介護に係る指定を受けた事業者が提供するサービスの基準

については、他の地域密着型サービスと同様、その基準については国が

定めたものを勘案して市町村が条例で定めるものとされておりますが、

指定基準の条例制定については施行から１年間の経過措置を設けられて

いるため、本市の実情を勘案し、支障をもたらすことがないよう精査す

る中で平成２８年度中に条例改正を行いたいと考えております。この場

合は、その期間、厚生労働省令で定める基準を適用することされており

ますので省令に基づいて対応していきます。以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 休憩取る。横のほうから休憩を取ったらどうかという意見が

ありましたので、５分休憩いたします。４５分まで。 

 

 

午前１０時４０分 休憩 
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午前１０時４５分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開いたします。 

 

岩本信子委員 大変難しゅうございまして、よう分からないんだけど。そもそ

も国が改正されてきたんですけれど、こういうふうにして改正されてき

たという背景というものは、どういうものがあるのか分かりますか。改

正された背景みたいなものは。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 背景といいますと既に地域密着型介護サ

ービスの認知症対応型共同生活介護グループホーム、それから小規模多

機能型居宅介護等は既に運営推進会議を設置しておりました。その運営

に当たって、地域との連携、それから地域への運営の透明性が堅調に実

績として非常に高く評価されているような状況でありまして、その中に

おいて今まで唯一、認知症対応型通所介護のみが運営推進会議の設置規

定がなかったものですから、これも実績を勘案する中で地域にお示しす

る中で実績を高めていこうという趣旨の中で今回運営推進会議の設置規

定が設けられたところでございます。 

 

岩本信子委員 そしたらこの度、気になったのが、例の介護施設で老人が亡く

なられた、上から落とされたというような事件がありましたよね。こう

いう例えば事件が起こった場合に運営推進会議とかいうのが、どういう

役割、位置付けになっているのかお聞きしたいのですが。例えば事件や

らがその施設で起こった場合に、この運営推進会議が一体どのような関

わりを持っていくのかというところがちょっと知りたいのですが。どう

ですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 直接的な高齢者虐待に関わるもので、こ

の運営推進会議がタッチするとこはなかなかないところなんですけれど

も、やはり外部の方々がそこの施設に出入りをされ、また介護施設での

事業報告等を行うことによりまして、この高齢者虐待等の防止につなが

っていくのではないかというふうに考えております。また、高齢者虐待

につきましては、この地域密着型通所介護サービス事業所につきまして

は、指導権限が市にありますので、市のほうで事故が発生した際には常

に事故報告書を提出していただくように指導しておりますので、その事

故報告書の中身を精査する中で必要なものにつきましては、ヒアリング、
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あるいは直接事業所に出向いて指導、確認等を行っているところでござ

います。 

 

岩本信子委員 施設の内容というのは外からのものの報告、評価とかいろいろ

と受けるようなことが、被用者からもそうなんですが、一番よく分かっ

ていらっしゃるのは、介護施設の職員じゃないかなと思っているんです。

介護施設の職員からの意見というのは、介護施設の運営されているとこ

ろに持って行ったって、良くなる場合はあるんでしょうけれど、いろい

ろな内部通報的なものは一体どこが受け入れるのでしょうか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 済みません。運営している者という表現

を使いましたが、実際はそこの管理者とか責任者等がここの運営推進会

議の中に入っていくという格好になりますので、ほぼ実務に関わってお

られる方であろうと思います。したがって、その方々からの意見徴収と

かもさせていただいているところでございます。それから、内部通報に

つきましては高齢福祉課で受付をさせていただきまして、必要に応じて

随時調査等をさせていただいているところでございます。 

 

石田清廉委員 まず、この指定権者といいますか、いわゆる指定地域密着型、

指定権者は山陽小野田市であるということの理解でいいのか。そして、

利用者。これを利用する対象者はいわゆる市内という限定があるのか。

その地域に住む人という表現でございますが、市外、その辺りの問題。

それから、これに対して人員の基準、あるいは施設の基準、介護報酬設

定等々の決め事は地域の実情に合わせて市で決めることということでよ

ろしいんでしょうか。その辺の設定基準等は。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 まず、一つ目の指定権者が山陽小野田市

でいいのかということですけれども、御推察のとおり山陽小野田市地域

密着型サービス事業所におきましては、山陽小野田市が指定権者となり

ます。それから利用の対象者でございますけれども、原則は山陽小野田

市民であり、地域密着型ということになりますと趣旨的にはできる限り

住み慣れた地域での利用という格好になっておりますので近い方がとい

う格好になりますが、状況に応じては当然そこの施設が定員いっぱいと

かいうこともございますので、その辺は勘案しながら利用していただい

ているところでございます。また、隣接しております市の方々等につき

ましては相互の利用ということで市外の利用者もいらっしゃるような状

況でございます。それから基準の内容につきましては市の条例で定めて
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おりますけれども、基となるものは厚生労働省令で定めておりまして、

現在厚生労働省令に全て準じて基準を定めているところでございます。 

 

石田清廉委員 もう少し確認ですけど、さまざまな条件について、基準につい

ては市で決めるということですが地域に住む住民の利用で、いわゆるそ

の施設ごとの地域格差といいますか、例えば宇部と山陽小野田との境に

住む人は宇部の人が入ってきたり、小野田の人が宇部に行ったりとその

基準が違ってくるということも起こり得るということでいいんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 山陽小野田市内におきまして、できる限

り同じような条件でサービスが受けられるような体制ということで、日

常圏域という中学校校区を圏域で介護施設数等も考えながら整備を進め

ているところでございます。他市とのバランスにつきましては、原則は

やはり山陽小野田市民が優先という中で、余裕があればということであ

りますので、その辺の大きな格差は今のところないのではないかという

ふうに思っております。 

 

吉永美子委員 運営推進会議なんですが、何人程度で運営されるものなのか。

もう一点は、おおむね６か月に１回程度、会議を開くようでございます

が、活動状況の報告が通所介護の活動状況の報告を受けるということな

んですが、状況の報告というのがどういう活動状況の報告を受けて、も

う１点が、緊急性がある場合には開くことがあるのか。そういう場合は

どういう緊急性のときに、もし開くのであれば開くという考えになるの

かお知らせください。３点です。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 まず運営推進会議の人数でございますけ

ども、特段定めはございません。現在、先ほど申し上げました認知症対

応型共同生活介護あるいは小規模多機能型居宅介護等で行っている運営

推進会議の例を出させていただきますと、５人から６人ぐらいで実施し

ていただいております。その参加しておられる方々でございますが、地

元の自治会長、その近くの自治会長、民生委員、地元で積極的にボラン

ティアをしておられる団体の長、あるいは学校の校長先生をお招きして

いる事業所もいらっしゃいます。それから利用者の御家族の方にも参加

していただきまして、また市の課長を初め高齢福祉課が当番制で御案内

いただいた際には随時参加をさせていただいておりますけども、市の職

員が参加する中で実施をしております。それから実際の運営推進会議の

内容でございますけれども、運営推進会議の内容はその利用者の動向、
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活動報告、場合によっては先ほども言いましたように事故等があればそ

ういったことも報告をする場合もあります。それから今後の事業計画等

も報告をしていただきます。それから併せて地域との交流が深くなって

いる事業所につきましては、地域での活動、例えばお祭りとか、そうい

ったものの参画に伴う打合せ等もその場でしておられる事業所も数多く

ございます。それから緊急性でございますけれども、今のところ緊急性

があり、その会議を実施したというところはありませんけれども、やは

り何らかの大きな事故等が発生した場合におきましては地元の方々を招

集しまして実施していく必要もあろうかというふうに考えております。 

 

吉永美子委員 運営推進会議の、要は誰になっていただく。そういったことは

そこが決めると。そこがそういう権利というか、そういうものを持って

やるということであくまでも運営推進会議を作らなければいけないとい

うところをきちんとしなさいということですよね。そこのチェックとい

うんですか、いわゆる市としてはどこまで口を出せるんですかね。例え

ばどんな人を呼ばれて、本当にやっぱり今までのほかの所での実績とか

も見られているわけですから、こういう方々ばかりに偏っていていいの

かとか、そういったチェックというのは、市はできますでしょうか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 チェックといいますか、指導は随時行っ

ているところでございます。委員がおっしゃるように、若干偏ったとい

いますか。地元の自治会長が少ないなとか、そういった事業所も以前は

ございました。そういった中でやはり地元との連携というのが非常に重

要なところであろうと思いますので、そういった方々をお願いして参画

していただくようにということで随時指導はさせていただいているとこ

ろでございます。 

 

岩本信子委員 一つ聞きたいのが、まず財政措置というのはあるんですか。こ

の費用について、この運営推進会議は。そこのところを一つ。あります

か。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 特にございません。 

 

岩本信子委員 済みません、もう一つ気になるのが資料の３ページのところの

当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定認知症対応型通所

介護の提供を行うよう努めなければならないというふうに書いてあるん

ですが、これをどう理解するのかなと思って。結局普通の認知症の人が
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来たいといえば介護の提供を、とにかく入れるということなんですか。

この辺をちょっと説明していただけますか。どういうふうなことなのか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 このケースで申しますと、認知症対応型

通所介護に有料老人ホームが併設している場合が該当します。この場合

において、今本市においてはそういったところはございませんが、有料

老人ホームの利用者のみに限定するとか、そういった運営をされる事業

所もかつてはあったようでございます。しかしながらこの認知症対応型

通所介護というのは、やはり地域での介護施設ということなので有料老

人ホームの利用者だけではなくして、市民に開放しなければならないと

いう趣旨の中でこの規則を作っておるところでございます。 

 

矢田松夫副委員長 先ほどの運営推進会議ですが、このメンバーは専門的知識

がある者なのか、全くどなたでもいいのか、あるいはその建物が建って

いる地域の人を呼ぶのか、広く山陽小野田市内から全部呼ぶのか、そう

いうのはどうなんですかね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 知見がある方かどうかと言われますと、

知見がある方も是非参加の対象としてということの規則でありまして、

全てそういった方々が参画しているわけではございません。その辺を補

うためにも市の職員が随時参加をさせていただいているところでござい

ます。それから地域の方々につきましては、そこの介護施設のある地域、

自治会等がやはり理想的であろうと思います。先ほども申し上げました

けれども、地域との交流が深まっている事業所につきましては、その自

治会のお祭り等にも参加し、その利用者も元気な方は参加され、またそ

れが介護予防につながっていくということも考えられますので、理想的

には介護施設のある地元の地域の方々に参加していただくのが理想的だ

ろうというふうに思っております。 

 

小野泰委員 運営推進会議ということで、結局これは地域の連携とかあるいは

運営の透明性を図るということなんで、このメンバーについては当然地

域も入るし、要は利用者とか利用者の家族、それから市の職員とか想定

されるのはそう感じになりますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 委員御推察のとおりでございます。 

 

小野泰委員 結局これは最終的にはその会議の中であったことを報告書にまと
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めて評価を要望とか助言等もあって、それで結局最後は公表されるわけ

ですよね。ということを書いてあるんですが。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 大きく公表というところではないんです

けれども、必要性があれば公表してまいります。隠すものでもないので、

ホームページに掲載するというところまでは至っておりませんけども、

公表の対象というふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 だけどこれ、２項でしなければならないと書いてあるよ。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 また公表の方法については検討してまい

りたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 その方法についても必要よね。どういうふうな公表の仕方が

あるのかね。 

 

小野泰委員 この書いた内容によるだろうと思うんですよ。公表とかあるんだ

けど、必要な方が中を見られるというぐらいかなと思ったけど、公表し

なければならないということなので、その辺りはどうなんかなというこ

となんです。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 そこの施設の公表の対象の資料としては

使っておられます。例えば施設利用を希望されておられる御家族等の公

表の対象とはしております。 

 

下瀬俊夫委員長 ただ、この条例上の規定ですから、これはやっぱり市民に向

けての話でしょ。だからしなければならないと義務規定になっているの

で、ここら辺はきちんとした方向性が必要ですよね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 十分に検討してまいりたいと思います。

ありがとうございます。 

 

石田清廉委員 もうちょっと教えていただきたい。地域密着型サービスの幾つ

か種類があると思うんです。八つあると言われましたかね。例えば小規

模多機能型とかあるいは夜間対応型とかそれから複合型とかいろいろ八

つの種類があるというふうに伺っておりますけども、１事業者が複数の

機能を持った事業を指定受けることができるんですか。 
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河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 １事業者が同一敷地内に二つ以上のサー

ビスを実施しているところはございます。基準につきましてはそれぞれ

の基準に合ったものであれば対応可能となります。 

 

石田清廉委員 済みません、今スイッチ入れてなかったんでね。それぞれの基

準に合った数値が足されたもので複数の機能の施設を指定受けることが

できるという解釈でいいんですね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 それぞれまた細かな基準があり、説明し

にくいんですけれども、原則はそれぞれのサービスの基準に合ったもの

という格好になります。例えばグループホームと小規模多機能型居宅介

護の併設というパターンがあるんですけれども、小規模多機能型居宅介

護の基準に合って、そしてグループホームの基準に合ったものであって

初めて併設という格好になります。ただしその基準の中に一部分、例え

ば管理者は併設であれば兼任できるとかそういった特別な基準は一部分

ございます。 

 

岩本信子委員 お聞きしたいんですけれど、私はうちに今あるんですけれどこ

ういう施設があって、自治会長しているから推進員になってくれという

ことで今要請を受けております。それはそれでいいんですが、できたら

うちの同じ地域にあるから私としては地域の一つの施設なんだけど、利

用したいなと地域全体で利用していきたいなという思いもあって、例え

ば推進員になったとき今認知症カフェを、この度は２か所その各中学校

区で作られると、認知症カフェを作りましょうという、推進会議で例え

ば言えばそういうのというのは採用されるというか、できるんですかね。

その施設がどうされるかは分からないんだけど、そういうふうな提案と

かいろいろ推進員として出していきたいなとは思うんですが、どういう

取扱いというのはできるんですかね。その施設で、ちょっとその辺を。 

 

尾山高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 先ほど申しましたように認

知症カフェに関しては、うちが基準を作って、公募して、それに該当さ

れれば、複数あれば優先順位をとってという形になります。どこの事業

所が手上げをしていただくことも可能ですが、現在全く見通しが立たな

い状態ではいけませんので、私どもとしましても、この地域密着型サー

ビスをこういう拠点にできないかというような方向性は頭においており

ます。現在認知症に関係する事業所、先ほどのグループホームだとか認
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知症対応型のデイサービスだとか特養だとか、そういうふうな方々に集

まっていただく連絡会を年に２回程度開催させていただいて、そういう

場で認知症カフェのお話をさせていただいたり、実際私どもが推進会議

に出させていただいたときに、そういう話が出たときにはこちらからも

説明をさせていただいたりということは行っております。ですから、も

し委員さんが推進会議の委員になられたとして、そこでこういう話があ

るけれども、ちょっと聞いてみられませんかというふうに提案していた

だければ、それはまたこちらのほうから出向いてということはできると

思います。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ１点ほど聞きます。この条例は条例準則に

基づいて作られたんですか。いわゆる国の指定された条例準則ですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 厚生労働省令の基準に沿って策定をして

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 ７８条ですよね。推進会議が半年に１回になっていますよね。

ところが旧条例では二月に１回になっていますよね。なぜこうなったん

でしょう。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 今回、認知症対応通所介護が運営推進会

議を新たに設けるということで、この基準が６か月に１回ということに

なっております。そのほかの小規模多機能型、認知症対応型共同生活介

護につきましては今までどおり２か月に１回でございます。準用規定を

設けておりますが、そこの中に読替えの規定をそれぞれ入れております

ので、それをもって今までどおり２か月に１回という形で実施をしてい

ただくような形で規定をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 認知症の場合で６か月に１回というのは、２か月に１回は多

すぎるという意味ですか。問題は市町村が独自に決められるんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 参酌でございますので、その状況に合わ

せて変更することは可能でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 だから、６か月に１回を採用した根拠ですよね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 厚生労働省令に基づいてということで、
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この基準を設けております。 

 

下瀬俊夫委員長 だけど参酌基準だから、問題は検討したんでしょ。しなかっ

たの。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 ほかの小規模多機能型居宅介護、あるい

はグループホーム等と違い、人員基準が少ないところもありますし、ま

た、運用内容につきましても他と比べるとサービス提供時間も短い関係

上、簡易なところがあるという判断の中で、２か月に１回程度するまで

もいかないかということで、厚生労働省令に基づいて６か月に１回とい

う規定を設けております。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると運用によって、６か月に１回という基準について

は変更の余地もあるということになるんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 将来的にこの回数で不足をしているとい

うことであれば検討する必要はあるかと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。それでは質疑を打ち切りたいと思います。

討論、採決は別々にやります。議案第３８号山陽小野田市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）

いいですか。賛成の議員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。引き続いて議案第３９号山陽小野田市

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について討

論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）はい。賛成の議員の挙手をお願い

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。以上で介護関係は終わります。議案第

４８号養護老人ホーム長生園組合規約の変更について、説明を求めたい
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と思います。 

 

吉岡高齢福祉課長 議案第４８号養護老人ホーム長生園組合規約の変更につい

て御説明させていただきます。変更内容につきましては、議案にありま

すとおり、長生園規約第１８条に「組合の解散に伴う事務の承継並びに

決算の審査及び認定については、組合市が議会の議決を経て行う協議を

もって定める。」を追加するものでございます。長生園組合の解散につき

ましては山陽小野田市、宇部市の市議会の議決をいただき県に届出をす

ることになります。それを受けて、長生園の公用文書等の財産処分や決

算等の事務の継承について、両市が実務的な協議を行うことになります

が、そのことについて改めて規約に追加するものでございます。一般的

に一部事務組合の解散におきましては、この一文を規約に追加すること

が望ましいとされており、県からも同様に助言をいただいておるところ

でございます。宇部市におきましても、この度の議会で同様の議案を提

出しております。以上でございます。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは質疑を受けます。 

 

矢田松夫副委員長 今回条例の改正ということですけれど、現実に照らし合わ

せて、条例の発効の日にちが書いてあるんですけれど、例えば今回は民

営委託というふうに結論的になっておりますが、民営委託が先なのか、

済みません、もう１回言います。今のは訂正しますが、公募されて、民

営委託先が決まったら効力が発生するのか、条例がですね。あるいは民

営委託先が決まらずに条例が効力を発生するのか、どちらです。 

 

吉岡高齢福祉課長 附則にございます、この規約は山口県知事の許可のあった

日から施行するということになっております。今回この議案について上

程させていただいておりますが、宇部市、山陽小野田市で議決をいただ

ければ、県のほうに規約の変更の届出をすることになります。その後に

県のほうから、その届出を認めるということで通知がまいりますので、

その日をもってこの規約の変更が施行するということになります。先ほ

ど言われました民営化につきましては、この規約の変更については、こ

の一言を入れることで事務の手続を定めるものでございますので、これ

を入れたからといって、すぐに民営化するということではございません

ので、その辺御理解いただければと思います。 
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三浦英統委員 この規定について、知事の許可なんですか、認可なんですか。

これは許可と書いてあるが、本来は。 

 

吉岡高齢福祉課長 許可でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 山陽小野田市議会がこれを否決した場合はどうなるんですか。

宇部市だけが申請するということになったとき。 

 

吉岡高齢福祉課長 両市ぞれぞれが議決をしていただいた上で届出をすること

になりますので、片方だけでは。 

 

下瀬俊夫委員長 駄目ですね。 

 

吉岡高齢福祉課長 はい。 

 

三浦英統委員 許可された場合は、その日から効力を発揮すると。それから業

者さんが手を挙げてきたら内部で検討をしていくということなんですか。 

 

下瀬俊夫委員長 ５月以降よ、プロポーザルは。 

 

三浦英統委員 要は許可が来ないと駄目なんでしょ。 

 

下瀬俊夫委員長 それは関係ない。 

 

三浦英統委員 関係なしですか、これは。今後の運営の方法として許可の下り

た後じゃないんですか。もう今からあってもいいということなんですか。 

 

吉岡高齢福祉課長 この一文を追加しないと解散並びに民営化できないという

ことではございませんので、あくまでも事務の手続を定めるためだけの

ものでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 だから、この条文がなくても５月からのプロポーザルはでき

るということですよね。 

 

吉岡高齢福祉課長 はい。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは質疑を
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打ち切ります。議案第４８号養護老人ホーム長生園組合規約の変更につ

いて討論のある方。いいですか、討論ある。（「なし」と呼ぶ者あり）賛

成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。５分休憩します。 

 

 

午前１１時２２分 休憩 

 

午前１１時３０分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開します。引き続きまして、議案第３７

号山陽小野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定

についてに入りたいと思います。それでは執行からの説明を求めます。 

 

井本生活安全課長 高齢者を中心に深刻化する消費者被害を防止し、消費者の

安全、安心を確保するため、消費者安全法の一部が改正されました。こ

の改正では、消費生活相談等の事務を実施するに当たり、消費生活セン

ターが中心的な役割を果たし、どこに住んでいても一定の質の消費生活

相談を受けることができる体制を実現するため、新たな規定が整備され

たところであります。改正後の消費者安全法第１０条の２第１項の規定

により、都道府県及び消費生活センターを設置する市町村は、内閣府令

で定める基準を参酌して、消費生活センターの組織及び運営に関する事

項等について条例を定めるものとされています。この基準に基づき、「山

陽小野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」を制定す

るものです。お手元の条例案を御覧ください。国の示した参酌基準で趣

旨は今述べたとおりで第１条としています。消費生活センターの公示を

条例２条、センター長及び必要な職員の配置を条例３条、消費生活相談

員の資格要件を条例４条、適切な人材及び処遇の確保を条例５条、研修

の機会の確保を条例６条、情報の適切な管理のための措置を条例７条と

しています。悪質業者が横行し、消費者問題がますます複雑化、多様化

している昨今、消費生活センターの重要性は更に増しています。条例制

定後も引き続き、消費生活センターの機能強化及び相談員等の資質向上

等を目指し、更なる地方消費者行政の推進に努めてまいりたいと考えま
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す。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりました。質疑のある方。 

 

矢田松夫副委員長 資料が出されたんですけれど、一番大事なのが第４条。相

談員の身分等について、相談員の任務を含めたところが一番大事なんで

すが、第４条の省令というのがないんですね、今回。出されていないん

ですよ、資料として。１０条しかないでしょ、今回。いわゆる第１条の、

１０条の２項の規定に基づきということで、本来なら第４条が一番必要

ではないかと思うんですよ。配られていないでしょ。 

 

井本生活安全課長 改正消費者安全法については資料１で第１０条の２につい

てお配りしていると思いますが。改正消費者安全法の抜粋でございます。 

 

吉永美子委員 山陽小野田市の現状を知りたいんですが、要は消費生活に関わ

る御相談は多分多いと思うんですけど、その相談の状況とそれにどう対

応しておられるのかをお聞きします。 

 

井本生活安全課長 本市の消費生活センターの現状について説明させていただ

きます。現在、消費生活センター長として私が生活安全課長を兼ねてお

ります。また市民相談係の職員が消費生活センター職員を兼ねていて、

消費生活専門の相談員は任期付職員１名、合計４名体制となっておりま

す。現在の相談件数としては平成２５年度に４０２件、平成２６年に４

２１件、そして本年度まだ途中でございますが、昨年と同じような相談

件数でございます。件数とは別に、これは相談業務でございまして、１

件当たり二、三回面談を行うこともございます。また、聞き取った相談

は全て国民生活センターと県、市町の消費生活センターとネットワーク

で結ぶパイオネットというシステムがございます。それを通じて消費者

庁に報告する必要があるため、そういう業務も行っております。高齢者

が多く、高齢者からの相談が増えてきているのが現実でございます。今

後もいろいろ研修等重ねまして、この消費相談、消費者トラブルに対す

る相談については努めてまいりたいと考えております。 

 

吉永美子委員 この改正消費者安全法ですね。更に２年前、２０１４年の６月

に改正をされているはずですね。それでいろいろな地方消費者行政の体

制強化等が図られてきていると思うんですけど、２年前の法律によって

山陽小野田市の取組がどう前進したのかお聞きします。 
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井本生活安全課長 これは法改正に限りませんが相談窓口の強化の為、研修等

を重ねてきております。また、２年前頃相談員も資格を取得していなか

ったと思いますが、この研修や経験も重ねて資格を取得しております。

結果として、より高度な相談にも対応できる体制になっております。 

 

矢田松夫副委員長 その資格を取られた相談員は委嘱という形ですか。 

 

井本生活安全課長 任期付職員でございます。 

 

岩本信子委員 任期付職員さんということなんですが、ほかに職員さんの中で、

こういう試験を受けられて、資格というか、された方はいらっしゃらな

いんですか、どうなんですか。 

 

井本生活安全課長 課の行政職員１名が消費生活専門相談員の資格を取得して

おります。 

 

岩本信子委員 さっき相談業務がだんだん増えているということなんですが、

一番気になるのは、私はそれは県やら市とネットワークみたいなものを

つけていると、それじゃなくて一番大事なのはどう解決したのかという

ことがすごく大事なんじゃないかなと思うんです、相談に来られて。解

決された相談件数というのが、相談件数は今４０２件に４２１件とかそ

のぐらいと言われたけど、解決されたのかどうか、その辺のところは調

査されているんですか。取られているのか。 

 

井本生活安全課長 解決、それからまた継続のものもありますし、これは相談

に来られて、解決の報告をしてくださいと相談者に言っても、相談者が

解決したという連絡をくれないケースが非常に多く、そこまでは把握し

ておりません。 

 

岩本信子委員 相談受付といったら書類がちゃんと出るじゃないですか。ない

わけじゃないよね。口頭だけじゃないよね。そして、ただ相談を受け付

けましたというだけで、これがどう解決されたのか本人から申請がない

から、まあ相談がないから解決されたんだろうというふうなものなんで

すか。そうではないでしょ。 

 

井本生活安全課長 それをパイオネットで国や全国の消費生活センター、それ
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から県、そして本市もネットワークでつながっておりますので、相談終

了の場合は相談終了ということでしております。 

 

奥田生活安全課市民相談係主任 解決件数につきましては課長の申し上げたと

おり正確な数字というものは把握しておりません。ですがこちらのセン

ターで例えば４２１件、昨年度相談を受けておりますが、約１割につい

てはあっせん処理をしております。１割の約４０件については解決まで

見届けております。そのほか電話相談、来所相談、メールによる相談さ

まざまございますが、資料の提示されない電話相談等も多々ございまし

て、連絡のつく限り相談員もしくは私が相談者に電話を掛けて、どうな

りましたかという確認は行っております。ただ匿名の相談等もございま

して、全体的な正確な把握はできていない現状でございます。 

 

吉永美子委員 要は消費者安全法が改正されていく中で、被害防止に向けて地

域の関係機関との連携というのがうたってあるかなと思うんですけど、

この被害防止の、いわゆるないほうがいいわけで、起きてから対処する

よりも、それにならないように被害を防止するということに力を入れな

いといけないわけですが、そういったところが関係機関との連携によっ

て、どのように被害防止を行っておられるのかお聞きします。 

 

井本生活安全課長 実際、消費生活トラブルを防ぐために明日も新幹線駅前の

不二輸送機ホールにおいてトラブル解消のためのセミナーを開催します。

また、出前講座等に職員がまいりまして、あなたを狙う悪質商法という

ことで講座等も行っております。そういう啓発活動もしております。 

 

吉永美子委員 だから、啓発をしていただくのは当然やっていただくんですが、

地域における、そういった機関との連携というのはどのようにしておら

れますか。市が一生懸命頑張るというのは当然やっていただきたいわけ

ですが、よそと連携していくことが大変必要ですので、その点について

連携をどのようにして、被害防止を行っておられるのかお聞きします。 

 

奥田生活安全課市民相談係主任 地域の連携についてでございますが、現状、

専門的な相談員一人、課長を含めて兼任職員３名で、相談をお受けして

日々こなしているのが現状でございまして、積極的な未然防止という活

動はしていますと自信を持って断言はできないんですが、各地区の民生

委員さんとかの会議などに押し掛けさせていただきまして、消費生活セ

ンターの状況、又は被害防止のために、こういう相談が入っていますよ
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という情報提供を行っております。また地域包括支援センターのほうに

も依頼をさせていただきまして、ケアマネの連絡会やヘルパーさんの連

絡会などに出席させていただきまして、市内の相談事例等の情報提供を

行ったり、被害の情報等あればこちらにもいただけないかというお願い

したりしております。 

 

井本生活安全課長 それと山陽小野田市消費者の会とも連携して、啓発活動に

努めております。 

 

岩本信子委員 啓発活動としてスーパーなんかに高校生の演劇部が防止の、何

かね、流れているんですよ。詐欺には気を付けましょうというふうな言

葉が、どこそこの演劇部でしたとかいってね、丸喜によく行くんですけ

ど、流れているんですけど、そういうのは一体こちらがされているんで

すか。すごく耳に残っていいなと思っているんですけど、これはどこが

やっているんですか。 

 

井本生活安全課長 ただいまの件は神田のほうにあるスーパー等でされている

のは私も聞いております。これは警察のほうの生活安全課と一緒に連携

しましてやっております。 

 

矢田松夫副委員長 そういった被害に会わないがための相談員の設置ですけれ

ど、先ほど私が言ったのは、任期付職員というのはあくまで身分なんで

すよね。小野部長も人事課長におったから分かりますが、身分でしょ。

私が言うのは消費者センターの相談員として、どのようにして任命する

のか、いわゆる委嘱ですよね。そういうことを尋ねたんですが、ただ単

に任期付職員だから、資格があるから、あなたは相談員ですよじゃなく

て、やはりこれは市長による、あなたは相談員ですよという委嘱じゃな

いんですか。ただ資格を取ればいいというんじゃなくて、相談員として

どういうふうに任命するんです。 

 

小野市民生活部長 今の御質問ですが、相談としての委嘱というような行為で

はなくて、あくまでも資格を持った職員が消費生活センターにいるんだ

ということですので、委嘱しなくても、その資格を持っている方が正規

の職員であれ任期の職員であれ臨時の職員であれば、消費生活センター

の所要の要件には合致するということでございますので、任期付職員す

なわち専門の力を持っている方を任期付職員として採用するということ

になっていると思います。 
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矢田松夫副委員長 と言いますけれど、この中では法律的に見ますとこういう

ふうに書いてあるんですよ。消費者相談に関し豊富な経験を有し、相談

員として市長が適当と認めた者と、資格がなくてもいいんですよ。長年

消費者生活の相談にのっていれば相談員になれますよと、こういう条項

が法律の中にあるんですが、となれば生活安全課に来て、任期付きであ

ろうが正職員であろうが長年相談すれば資格は要らないんです。 

 

小野市民生活部長 今回新しく設置する条例の第４条で規定されておりますよ

うに、試験に合格しなければいけない。ですから幾ら知識を持っておら

れても、１０年２０年居てベテランであろうとも、この専門の資格を持

っている方を配置するようにという条例になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 そうなっていない。 

 

矢田松夫副委員長 違う。４条見てみいね。 

 

下瀬俊夫委員長 努めるになっている。 

 

井本生活安全課長 今、副委員長からあった御指摘は消費者安全法の第１０条

の３ですね。消費生活相談員資格試験に合格した者、又はこれと同等以

上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が

認める者でなければならない。本市といたしましては専門職、消費生活

相談員という専門職でございますので、副委員長さんが言われたように

経験を非常に大事なものと思っておりますが、合わせて資格も非常に、

その資格を取るために経験と勉強をされてきた方ですので、それを採用

するという努力義務ですね。努力義務を本市はしたいということでござ

います。 

 

矢田松夫副委員長 ８条の４項はどういうふうに書いてありますか。 

 

奥田生活安全課市民相談係主任 資格についてでございますが、新しい法律は

４月１日からでございますので、旧改正前の法律で申し上げます。旧改

正前の法律でも資格要件として消費生活専門相談員資格、それから消費

生活アドバイザー、消費生活コンサルタント、この三つの資格を有する

者か、又は市長が特に知識があると認めた者というふうな規定が、同じ

ようなものがございました。特に市長が認めた者という基準について以
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前、消費者庁、国等に確認させていただきましたが、国が考えているも

のは大体５年以上相談業務を行っていて、かつ例えば国民生活センター

という独立行政法人がありますが、ここが缶詰状態で４週間ほど相談員

になるための講習を行っております。この講習に参加した者というよう

な要件を挙げておりました。山口県から東京にございます国民生活セン

ターとかの缶詰状態になるような講習を受けることは実質無理でござい

ますので、旧法律では三つの資格を取った者を専門的な知識がある者と

いうふうにみなしております。 

 

岩本信子委員 その問題なんですけれど、ここに今出されている４条ですけど、

置くように努めるものとすると書いてあるんですが、これは例えば、置

くようにすることというふうに努めるではなくて、強制的なものという

ことはできないんですか、どうですか。 

 

井本生活安全課長 現在、実質的な問題として、その資格を持った者が、本市

には相談員の資格を持っている者が２人いますが、これが県内にそんな

にたくさん資格を持った人がいるわけではございません。そうした場合

当然行政職員のほうは異動もございますし、任期付職員のほうにつきま

しても、もし今の方が業務できなくなったときに必ずしも資格を持って

いる人を確保できるというわけではございませんので、それでできるだ

けそういう資格を持った人を職員として付けたいということで努力した

いということにしております。 

 

下瀬俊夫委員長 今の答弁はいない場合は仕方がないということなんですか。 

 

井本生活安全課長 いない場合は仕方ないですね。 

 

小野市民生活部長 今言いましたように、今２人おりますけれども、任期付職

員と正規の職員がおります。ですから、例えば任期付職員が辞められる。

人事異動で正職員が変わられる場合には、当然専門職、任期付職員とし

て消費相談員の資格を持った方を任期付職員として迎えるということで、

基本的にここは努めると書いてありますけれども、必ず我々としては資

格を持った方を消費生活センターに配置したいというふうに考えており

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 それは小野さんがいる間はそうでしょう。だから条例上はそ

うなっているでしょ。 
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小野市民生活部長 努めるですからね。 

 

岩本信子委員 弱いんですよ。はっきり言って努めるでは。やはり市の職員の

中でもきちんと研修して、何人か消費生活相談員の資格というのは公務

員として持っておいてもいいと思うんです。だから、そういうのに行か

せて資格を取らせて配置するという、そういう強い気持ちがないと、ま

あ曖昧にして、人事異動で、任期付きでおらんようになったら、経験が

あるこの人でいいかというものではいけないと思うんです。だから組織

全体として資格を取る、これを取っていただくという研修もきちっと行

って、何人かそろえるという強い覚悟が必要なんですが、その点はいか

がですか。 

 

井本生活安全課長 岩本委員さんが言われるとおり、そのとおりと思います。

それに努めたいと思います。努力したいと思います。 

 

岩本信子委員 だから条例を努めるというふうにしているからいけないんです

よ。置くというふうにすれば、置かなければならないというふうにすれ

ば、市のほうの人事課もちょっとは研修して、職員にこういう資格を取

らさなければいけないということになるんじゃないかと思うんです。今

これ努めるということにしているから、そういう返答しかできないんで

すよ。だから、しなければならないで人事のほうがきちっとそれに対応

するということでいかがですか。 

 

下瀬俊夫委員長 何、条例改正しろと言うの。まずは行政の基本的な方向とい

うか、それはきちんとしたほうがいいと思います。 

 

井本生活安全課長 条例改正されて、この４月１日から施行ということで、今

過渡的な状況であるためにこういう条文でございます。 

 

岩本信子委員 では、この条例は期限付きの条例ということですか。いずれ変

えることはあるんですか。今はあれが変わったからそうなんだけど、一

番市民の生活に密着している部分なんですよ。だから私はこれは本当に

専門的な知識が必要だし、相談体制もきちんと取ってほしいという強い

思いがあります。 

 

下瀬俊夫委員長 岩本さん、結局、努力しますという答弁では不十分だと言い
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たいわけね。 

 

岩本信子委員 いや、違う。期限付きという考え方にしておいていいんですか

ということです。 

 

下瀬俊夫委員長 期限付きなんてないって、そんな条例は。 

 

岩本信子委員 いずれ変えますということはないんですか。 

 

下瀬俊夫委員長 それか、もう修正出すしかないですよ。今の答弁で不十分だ

というふうに言われるんですか。 

 

岩本信子委員 できるだけ市の職員が資格を取れるように努力していただきた

いということで終わります。 

 

矢田松夫副委員長 努力はいいんですけど、任期付きであれば資格を取っても、

一応３年が限度でしょ。また次の人を雇用する。再任を妨げないとなっ

ていますけど、でも、その都度変えていかなくてはいけないという専門

的な経験ができないというんですよね。相談することによって経験を積

むというふうになっていますけれど、それがなくなるという状況は好ま

しくないし、まして正規の職員で取っていた人がそこにずっといなくて

はいけないと、よその課に行くということはほとんどできないですよね。

資格を持っているとずっと居るでしょ、普通はね。ですからそういうこ

とがないように、ぜひお願いしたいということで、いわゆる専門的な知

見を更に積んでいくような人を雇用していただきたいということですね。

それから今回ガイドラインが出ているから、その資料も事前に配ってほ

しかったということですね。今回出ているでしょ。それを委員の皆さん

に配ることによって議論が前に進んだんじゃないかなと思います。これ

は要望です。 

 

下瀬俊夫委員長 延長いたします。ほかにありますか。 

 

吉永美子委員 確認です。ですので、今回は条例を定めるということで、平成

２１年の改正消費者安全法の中でうたってあるということで、それにの

っとって条例化すると。その後、２年前２０１４年６月ですね、平成２

６年６月に改正されているわけで、その改正の中身として新たな課題の

設定がされているわけじゃないですか。だから、それに向けて今後新た
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な課題を少しでも克服していくための努力を行っていただいていくとい

うことの認識で捉えさせていただきますがよろしいですね。 

 

井本生活安全課長 はい。今おっしゃるとおり、それに向けて頑張っていきま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。なければ１点ほど。消費生活センター等

に相談に行ったときにどこまで介入するのか。解決するまで介入するの

かということが問題になるわけです。市の場合に消費生活センターで受

付をして、多分、県なんかとも相談をされるのだろうけれども、例えば

弁護士に橋渡ししたらおしまいという格好になるのかどうか、最終的に

どこまで対応されるのかが分からないんですが。 

 

井本生活安全課長 県の消費生活センターもかなりの件数が行っておりまして、

市町に頑張ってくれということを言われるんですが、市のほうでもでき

るだけあっせんの件数を増やしたいと考えております。やはり身近なと

ころで、どこにいても消費問題について相談できるという体制を取って

おります。 

 

奥田生活安全課市民相談係主任 弁護士の先生に橋渡しをするという業務も行

っております。ですが、例えば具体例を出しにくいんですが、金額が少

ないもの、例えば５，０００円ぐらいのものとかで相談いただいた場合、

これを弁護士の先生に行きなさいというふうに橋渡ししてしまいますと、

大体、弁護士会の相談料が５，４００円、３０分掛かりまして、全く元

が取れません。そういったものについては今課長が申し上げたとおりあ

っせんを行っておりますが、基本的にはクーリングオフの制度であった

り、そのクーリングオフの制度を事業者が理解していない、又は消費者

が理解していないという状況も多々ございます。そこら辺を双方に説明

しながらクーリングオフを受けていただく、受け付けない事業者につい

ては、なぜ受け付けないのかという確認をして、あっせんをしていくと

いうことはかなりやっております。 

 

下瀬俊夫委員長 １階の相談室ですよね。ここに常時おられるわけではないん

ですよね。大体電気消えているでしょ。相談があって始めて行かれるん

でしょう。生活安全課の窓口に相談に行かれて、それから向こうに行か

れるという仕組みですよね。消費生活センターそのものに常時人がいる

ということが必要ではないかという気がするんですけど、いかがですか。
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やっぱりそれは無駄なんですか。 

 

井本生活安全課長 消費生活センター相談室の入り口に常時職員がおりますの

で、ほかの業務の兼務もありますし。 

 

下瀬俊夫委員長 入り口というのは生活安全課のことを言うわけね。 

 

井本生活安全課長 そうです。 

 

下瀬俊夫委員長 僕らが消費生活センターというと裏の入り口かと思うんだけ

ど、それは違うわけね。 

 

井本生活安全課長 消費生活センターの相談室は二つ取ってありますが、委員

長の言われたトイレ側のほうからと、それと生活安全課の市民相談係の

ほうから入る二つの入り口がございます。 

 

下瀬俊夫委員長 窓口に来られて始めて消費生活センターの相談室に入られる

ということですよね。それから隣の記者クラブは今なくなったんでしょ。

あれは今何になっているんですか。 

 

井本生活安全課長 今現在は記者室です。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。 

 

岩本信子委員 参考のために聞きたいんですけど、今インターネットで購入さ

れる方が多いですが、そういうのは、この消費センターというところで

も受け付けられるんですか。インターネット購入とかいうのは。 

 

井本生活安全課長 受け付けます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですね。それでは質疑を打ち切りたいと思います。議案

第３７号山陽小野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

の制定について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）いいですか岩本

さん。いいですね。賛成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 
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下瀬俊夫委員長 全会一致、可決をされました。以上で議案の審査は終わった

んですが、２件ほどあります。１件は所管事務調査について、この内容

で異議がなければ決定いたしますが、何かありますか。 

 

吉永美子委員 以前申し上げております地域医療連携についてはいかがでしょ

うか。 

 

下瀬俊夫委員長 以前は地域医療に関することというのはあったんですよね。

今言われているのは救急医療よね。 

 

吉永美子委員 前も申し上げましたように、医師会との意見交換を連携のため

にということで消防組合議会で申し上げたら構成市で行ってくださいと

言われたんですね。それで担当委員会となると民生福祉常任委員会にな

るということですが、救急を入れられないということが先日出ています

ので、医師会との、要は実情をお聞きしたり、また要望等あれば逆に行

政にもお伝えすることが議会としてできるかもしれませんし、ぜひ地域

の医療体制がより確実なものになるという意味で地域医療連携というこ

とで入れていただけたらという希望でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 救急医療に限定するわけではないわけね。地域医療にするか

地域医療連携にするか。包括地域医療にプラスするかな。包括をのけて

地域医療に関することとするか。このままでもいいんじゃないかな。包

括地域医療というのは今後の一つの課題なんですよ。これはこれで必要

なんだけどね。包括地域医療という言い方は。だから地域医療及び包括

地域医療に関することにしますか。今の包括というのは介護も入るんで

すよね。 

 

吉永美子委員 無理やりという形に言うつもりはないんですが、介護保険とい

うところが入っていますけど、それはそこの介護の中で聞いていく、調

査していくということとは意味が違うんですか。 

 

下瀬俊夫委員長 介護保険はね。実は今、市民病院も包括地域医療という言い

方をしているんですよ。だから地域医療及び包括地域医療に関すること

という両面を入れてもいいけどね。地域医療だけでいいか。包括をのけ

て地域医療だけにしますか。（「はい」と呼ぶ者あり）そうしたら全体が

入るような気もするし。いいですか。では地域医療に関することという

ことにします。ほかにありましたら。なければこれで決定したいと思い
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ます。挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。以上であります。民生福祉委員会は以上で終わり

たいと思います。 

 

 

 

午後０時１０分 散会 

 

 

 

平成２８年３月１８日 

 

民生福祉常任委員会委員長 下 瀬 俊 夫 


